
令和５年１月１８日 

 

文部科学省総合教育政策局政策課 御中 

全 国 町 村 会 

政務調査会行政委員長 木野  隆之 

 

中央教育審議会教育振興基本計画部会に係る意見募集について（回答） 

 

 

令和４年１２月９日付文書により意見を求められた「中央教育審議会教育振

興基本計画部会に係る意見募集」について、全国町村会の意見は下記のとおり

である。 

 なお、本意見は全国町村会の本件を所管する委員会委員（各都道府県町村会

長）である町村長に意見照会を行い、その結果を踏まえ、とりまとめたもので

ある。 

 

 

記 

 

 

１．今後の教育政策に関する基本的な方針について 

◯ 超スマート社会（Society5.0）に対応し、幼児教育・義務教育から高等学

校、大学、高等専門学校、専門学校、大学院まで全体が連続性・一貫性を持

ち、社会のニーズに応えるものとなるよう、教育や学習の在り方も大きく変

容が求められる状況にある。「デジタル」と「リアル」の最適な組合せの観

点から、コロナ後の教育や学習の在り方について検討することが重要。 

 

○ 共生社会を実現していく上で、子どもの背景や特性・意欲の多様性を前提

として、子どもの視点に立ち、誰もが、いつでもどこからでも、誰とでも、

自分らしく学ぶことができ、誰一人取り残されることなく、一人一人の可能

性が最大限に引き出され、一人一人の多様な幸せであるとともに社会全体の

幸せでもあるウェルビーイングが実現されるように制度等の在り方を考え

ていくことが必要。 

 

○ 教育の目的で大切なことは、処理能力の向上ではなく、社会生活を送るた

めに必要な知識、学力を基本に、考える力を育てることである。学校教育は

あらゆる場面で、考える習慣を身につけることが重要。 
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２．今後５年間の教育政策の目標と基本施策について 

目標１ 確かな学力の育成、幅広い知識と教養・専門的能力・職業実践力の育成に

ついて 

◯ 小学校における教科担任制の導入に向けて優秀な教員の養成を行い、小規

模校にも適正に配置をしていく必要がある。特に、英語科、音楽科、理科、

家庭科などの教員が不足している。 

 

◯ 地方には、中学校に配置基準どおり定員が配置されても、全教科の教員が

揃わない地域や、支援を必要とする児童生徒が増加する中にありながら教職

員の数が十分でないために、きめ細かな指導・支援が困難な地域がある。よ

って、教職員の人材確保と定数改善が必要。 

 

目標３ 健やかな体の育成、スポーツを通じた豊かな心身の育成について 

 児童生徒のスポーツ参加に大きく寄与している運動部活動について、本会

はかねてから、中学校における部活動の地域移行を拙速に進めることがない

よう、町村の意見を十分踏まえるとともに、部活動指導員等の指導者確保に

係る人的・財政的支援を拡充するよう要望してきた。 

町村から寄せられた意見は以下の通りである。 

 

○ 運動部活動改革の推進について、地方の小規模自治体においては、指導

者となる人材や受け皿となる総合型地域スポーツクラブが少なく、特に平

日（放課後）の部活動となれば更にその確保が困難になると考えられる。        

また、仮に地域移行をした場合に、その費用をどのように捻出するか（公

費、保護者負担）も大きな課題となるものと考えられる。 

 

○ 部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行については、受け皿となる地

域団体の不足、技術力・生徒指導力を有する外部人材の確保、外部人材の人

件費の確保、地域移行に伴う保護者の受益者負担など、課題が多い。 

 

○ 教職員の負担軽減や少子化の進行が部活動の地域移行を進める理由とい

うことは理解できるが、これまでの部活での生徒指導が学校運営上、プラス

の効果に寄与する役割は非常に大きかった。今後は部活に参加しない生徒が

増加することも容易に想像でき、その子どもたちが放課後を如何に過ごすか

が課題となるのではないか。これらのことなどが学校運営面で負の効果に波

及する可能性もあると考える。 
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○ 中山間地域にある過疎町村では、学校の部活動があることにより、スポー

ツの楽しさや、喜び、生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続する資

質・能力の育成、体力の向上や健康の増進が図られてきた。このような地

域では、土日及び平日の部活動を地域へ移行することにより、スポーツに

親しむ環境が失われてしまう可能性が極めて高い。 

 

○ スポーツが不得意な児童生徒のための取り組みやすい軽スポーツの提供

も考慮し、苦手意識を克服させるための方策も必要。 

 

○ 体育・スポーツ施設の整備充実について、スポーツ専用施設（体育館・グ

ラウンド等）をはじめ、地域でスポーツに供される施設（学校、都市公園等）

の整備に対する更なる財政的支援が必要。 

   また、指導者の確保に向け、都道府県等広域での「人材バンク」の創設

が必要。 

 

◯ 食育の充実について、家庭における保護者の協力が必要不可欠であるこ

とから、保護者への普及啓発にこれまで以上に努めることが重要。 

 

目標７ 多様な教育ニーズへの対応と社会的包摂について 

◯ 一人一人の教育的なステージに応じた学びの場を確保するためには、学校

施設の整備（バリアフリー化等）や専門的人材（支援員・医療的ケア看護職

員等）の確保が必要であり、そのためには多額の経費を要するので財政支援

が必要。 

特別支援教育の推進、不登校児童・ヤングケアラーへの支援、子どもの貧

困対策、特異な才能のある児童生徒に対する指導・支援などに関する国の財

政措置や新たな事業の創設に言及することが必要。 

 

◯ 特別支援教育は今後ますます大切になると考える。「共生社会」の形成に

向けたインクルーシブ教育システムの構築の実現のためにも、より手厚い財

政措置が必要。 

 

目標９ 学校・家庭・地域の連携・協働の推進による地域の教育力の向上について 

児童生徒のスポーツ参加に大きく寄与している運動部活動について、本会

はかねてから、中学校における部活動の地域移行を拙速に進めることがない

よう、町村の意見を十分踏まえるとともに、部活動指導員等の指導者確保に

係る人的・財政的支援を拡充するよう要望してきた。 

町村から寄せられた意見は以下の通りである。 
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○ 運動部活動改革の推進について、地方の小規模自治体においては、指導

者となる人材や受け皿となる総合型地域スポーツクラブが少なく、特に平

日（放課後）の部活動となれば更にその確保が困難になると考えられる。        

また、仮に地域移行をした場合に、その費用をどのように捻出するか（公費、

保護者負担）も大きな課題となるものと考えられる。（再掲） 

 

○ 部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行については、受け皿となる地

域団体の不足、技術力・生徒指導力を有する外部人材の確保、外部人材の人

件費の確保、地域移行に伴う保護者の受益者負担など、課題が多い。（再掲） 

 

○ 教職員の負担軽減や少子化の進行が部活動の地域移行を進める理由とい

うことは理解できるが、これまでの部活での生徒指導が学校運営上、プラス

の効果に寄与する役割は非常に大きかった。今後は部活に参加しない生徒が

増加することも容易に想像でき、その子どもたちが放課後を如何に過ごすか

が課題となるのではないか。これらのことなどが学校運営面で負の効果に波

及する可能性もあると考える。（再掲） 

 

○ 中山間地域にある過疎町村では、学校の部活動があることにより、スポー

ツの楽しさや、喜び、生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続する資質・

能力の育成、体力の向上や健康の増進が図られてきた。このような地域では、

土日及び平日の部活動を地域へ移行することにより、スポーツに親しむ環境

が失われてしまう可能性が極めて高い。（再掲） 

 

○ コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進について、学校

を核とした地域づくりが必要な地域と、既に地域の中に学校が取り込まれて

いる地域があるので、地域事情に合わせて考えることも必要。 

 

目標 11 教育ＤＸの推進・デジタル人材の育成について 

◯ 学校における働き方改革の更なる推進について、教員の業務軽減のための

校務のデジタル化はもとより、教員業務支援員、ＩＣＴ支援員、学校司書と

いった業務支援スタッフに要する経費について、更なる財政的支援が必要。 

 

◯ 情報モラル教育では、定まった行動規範やルール、危険回避の仕方を教え

て徹底するのではなくデジタル技術の利用を通じて、社会に積極的に関与し

参加する能力を身につけさせることを目的にしていく教育が必要。 
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目標 12 指導体制・ＩＣＴ環境の整備、教育研究基盤の強化について 

◯ 指導体制の整備について、少人数学習や専科指導を担う加配教員を削減す

ることなく、安定的な財源による措置が必要。 

 

◯ ＧＩＧＡスクール構想を強力に推進するためにも、全国的な通信環境の整

備が必須であり、地域間格差をなくすためにも早期の整備を事業者に働きか

けていただくとともに、国として通信費や端末等機器の更新費用等への財政

的な支援が必要。 

 

◯ デジタル教科書導入については、児童生徒の心身の発達への影響や教職員

の指導力の格差等生じることのないよう、導入の検討に当たっては、町村の

意見を十分に反映するとともに、無償給付の対象にすることが必要。 

 

目標 13 経済的状況、地理的条件によらない質の高い学びの確保について 

◯ 三位一体の改革に伴い平成１７年度から、教育費負担軽減に向けた経済的

支援については、準要保護世帯に係る就学援助費は地方一般財源により執行

しており、自治体財政規模等によりその給付額に差が生じている。町村のよ

うな小規模自治体には体力の限界が近づいていることから、ひとり親家庭等

一定の条件付きでも構わないので改めて国の支援を検討する必要がある。 

 

◯ へき地や過疎地域、農山村等における学びの支援について、中山間地域等

で高校通学が困難な地域における生徒の通学費及び借家住居費等に対する

支援が必要。 

また、児童生徒数の減少に伴い統廃合が進む中、特に中山間地域ではスク

ールバスの需要が高まっていることからスクールバスの購入費、更新に対す

る補助金の嵩上げ、運行経費等、財政的な支援が必要。 
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中央教育審議会教育振興基本計画部会に係る意見について 

指定都市教育委員会協議会 

 

 教育振興基本計画部会における審議経過報告の素案に対し、指定都市教育委員会協議会として次のとおり意見を

述べさせていただきます。 

 

 【Ｐ．10】 

①グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成 

（社会の持続的な発展に向けて） 

 

   〇 将来の予測が困難なＶＵＣＡと言われる時代の中で、（略）他者と協働しチームで問題解決するといっ

た能力を身につけるために生涯にわたり学び続けることが、今後一層求められることが予測され、社会

の持続的な発展に向けてこうした変化に教育も対応していく必要がある。 

     

※小見出し（社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成）の内容が分かりやくなるよう、太字波

線部を追記・修正。 

 

 【Ｐ．50】 

 指標候補 

「よりよい学校をつくるために主体的に関わっていると回答する児童生徒の割合の増加」 

 

※目標６の基本施策（案）に「子供の意見表明」や「主権者教育の推進」とあるため、現在の指標候補に上

記指標を追加。 
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令和５年１月１８日 
  次期教育振興基本計画の策定に向けた 
           これまでの審議経過について（報告）（素案）への意見 

全国町村教育長会 
会長 二 見 吉 康 

 全国町村教育長会は、925 自治体から構成され、その多くは、少子高齢化と過疎化の地域であり、人
口減少問題は極めて深刻な状況である。 
 いわゆる「へき地」で、一般に山間や離島など、都市的地域から離れた場所で、交通条件や、自然
的、経済的、文化的条件に恵まれない山間地や離島などの地域における公教育を受ける機会を期してい
るという視点から、全体を考察していただきたい。そこで、全国町村教育長会としていくつかの意見を
述べる。 
 
P3「いじめ、不登校児童生徒数の増加」について 

・いじめや不登校児童生徒の増加の原因にまで言及していない。記載できないか。 
（原因は様々あると思うが、部会としての捉え方や見解があれば知りたい） 

P8 最後の行に「あわせて、定数改善や給特法の見直し等についての検討も必要である。」を挿入しては
いかがか。 

P15「〇加えて、離島、中山間地域等の地理的条件にかかわらず」については、小規模な自治体が多くを
占めている本会にとっては大変ありがたい内容である。財政上の格差がそのまま学習環境の格差に
つながらないように、また子ども達が住む場所によって学習の充実度に格差が生まれぬよう、小規
模な自治体のことも考慮した中でよろしくお願いしたい。 

   なお、「〇加えて、離島、中山間地域等の地理的条件にかかわらず、」を、「〇加えて、山間や離島な
ど、都市的地域から離れた場所で、交通条件や、自然的、経済的、文化的条件に恵まれない状況で
あっても」 という表現に変更されたい。 

 
P21 ⑤計画の実効性確保のための基盤整備・対話 
   「経済的・地理的状況によらず子供たちの学びを確保するための・・・機能強化などを図ることが

重要である」。 
   さらに加えて「へき地・山間・離島等の地域の教育行政の財政基盤への支援が重要である。 
P21 ⑤計画の実効性確保の基盤整備・対話 の対話について以下の分に説明がない。対話という言葉は

必要ないのでは？ 
P22,１ポツ目 3，8行目に「多様化」という文言が使われているが、「複雑化・多様化」という表現の方が
実態にあっているのではないか。 

P22,１ポツ目 8行目の「その際、多様化する困難等に対し「チ―ム学校」として対応するためには、教員
業務支援員やスクールカウンセラー、…」となっている。チーム学校の考えについての異論はないが、
指導体制という意味では教職員の定数改善や教職員の配置が先ずは重要であると考える。「その際、多
様化する困難等に対し教職員の加配をはじめ「チ―ム学校」として対応するためには、教員業務支援員
やスクールカウンセラー、…」に加筆されたい。 
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P23  「〇その際、地域によっては・・・・」を「〇その際、中山間や離島など、地域よっては学校外

の・・・」という表現に変更されたい。 
P30,2 ポツ目「生命の安全教育の推進」において、「生命（いのち）の安全教育」の推進については重要
なことで特段異論はないが、いじめ等で自ら命を絶つといった問題も大きな課題と捉えるが。 

P31  「 〇読書活動の充実」 
   「すべての学校に」という主旨を加筆していただきたい。 
P43 「不登校児童生徒への支援の推進」について 
    ・多様な教育機会の確保、不登校と特例校の設置等について記載されているが、根本的な解決に

向けて、未然防止のための具体的な施策、取組について記載が必要ではないか。 
P49  指標候補の文で、この 1 年くらいの間といわれているが、「この１年」と明記でよいのではないか。 
P50 【基本施策】７行目 まちづくりといった、を削除し「地域課題解決のためのプラットフォームに

もなる学校を核とした地域づくりの推進を図る。」 
   その下の指標候補の並べ方として、まず、自治体に関する項目から記述し、次に地域住民の増加、

そして公立学校に関することと、整理して明記をしたらどうでか。 
P52 【基本施策】〇児童生徒の情報活用能力も育成 下段の 制度・マナー、個人が果たす役割や責任

「等について自覚を促し」と挿入したらいかがか。 
P56 「学校における働き方改革の更なる推進」について 
    ・教員以外のスタッフの充実も大事だが、定数改善による教員の増加が必須と考える。特に、 

小学校においては級外の配置基準を見直し、教員増を図っていただきたい。また、中学校の 
３５人学級の早期実現と小学校低学年の３０人学級を実現していただきたい。 
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令和５年１月１８日 
別添 参考資料 
 次期教育振興基本計画の策定に向けた 
          これまでの審議経過について（報告）（素案）への参考資料 

全国町村教育長会  
会長 二 見 吉康 

〇表記について 
・「1 人１台端末」と「一人一台端末」の 2 通りの表記がされている。答申等の引用などの理由から、こ
のような表記になっているのか。統一する必要はないとの見解か。 
「1人１台端末」…P3, 2ポツ目 3行目、 P19, 2ポツ目１行目、P22, 2ポツ目１行目、 

P51, ３ポツ目項目及び２行目、P56, １ポツ目１行目 
「一人一台端末」…P25, ２ポツ目 3 行目、 P43, １ポツ目９行目 

 
・P19, ５ポツ目２行目の「面接授業」の文言について。 
「面接授業」については、文部科学省通知において示されている。 
一方、新型コロナの関係で、「対面授業」という文言が一般的には多く使われるようになった。 
本素案においても、両方が使われているが、統一する必要はないとの見解か。 
P20, ６ポツ目 2行目、「リアル（対面）による授業」 
P20, ６ポツ目 3行目、「遠隔・オンラインと対面・オフライン」 
P21, １ポツ目 1行目、「対面指導に加え」 

 
・「安心・安全」と「安全・安心」の 2通りの表記がされている。統一する必要はないとの見解か。 
「安心・安全」…P20, ４ポツ目 3行目、P P60,目標 15、４行目（目標 15では「安全・安心」で表記
される中、4 行目のみ「子供たちが安心・安全に学校生活を…」となっている。文章の意味からも「安
心・安全」がよいと思う中で、「子供たちが安心して安全に学校生活を…」と表記する方法もあるので
はと考える。「安心・安全」「安全・安心」の使用に差異がないとの考えならば拘ることはないとは思う
が） 
「安全・安心」…P23, ３ポツ目項目及び 3行目、 P33, ２ポツ目４行目及び５ポツ目、 

P60,目標 15 項目及び１行目、３ポツ目１行目 
 

【教育長からのご意見】 
１．今、教育現場は、特に、次の 2 点について強い危機感を持っている。 

 ①いじめ、不登校の急激な増加 
  ②教員採用試験の受験倍率の低下と講師不足 

 まず、①については、考えられる要因はいくつもあるが、その中の一つに「授業が楽しくない、わか
らない」ということがある。教師の力量不足もあるが、指導すべき学習内容が多すぎること、教師に教
材研究等の時間的余裕がないことが大きく関わっている。 

 次に、②については、教職のやりがいより大変さ（ブラックな側面）が大きく取り上げられ、優秀な学
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生が教職を敬遠するようになってきていること、既卒の教員志望者が減少していることが影響してい
るものと考える。 
 次期学習指導要領の改訂においては、学習内容の精選が必要と考える。平成 20～21年の改訂により 
指導内容、授業時数が増え、さらにいくつもの「○○教育」が学校現場に求められるようになったこと 
が教職員の多忙化と子どものゆとりのなさを引き起こしている。それゆえ、これからの時代に必要な 
教育を実現し、教職の魅力を取り戻していくためには、学習の質を担保しながら内容の精選を図って 
いくことが必要だと考える。 
 

２．小学校高学年における教科担任制の推進においては、「優先的に専科指導の対象とすべき教科」とし
て「外国語、理科、算数、体育」があげられているが、小学校教員の現状を踏まえ、外国語の専科につ
いて一層の推進を図ってほしい。 
運動部地域移行 

◇ 運動部活動の地域移行に関する検討会議提言、及び文化部活動の地域移行に関する検討会議提言に
対する全国町村教育長会からの意見等を踏まえ、指導者や受け皿団体の確保等、様々な課題への対応・
支援について検討願いたい。 
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1 

令和５(2023)年１月１８日 

 

「次期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経過について（報告）」 

に対する意見 

 

 

一般社団法人全国社会教育委員連合 

 

 

中央教育審議会教育振興基本計画部会において、第４期教育振興基本計画の策定に向け、精力的にご

審議を進められていることに対し、敬意を表します。あわせて、今回、当会にも意見表明の機会を与え

てくださいましたことに感謝申し上げます。 

当会は、都道府県及び市町村教育委員会が委嘱する社会教育委員の資質と職責の向上に努めるために

社会教育に関する諸事業を行い、もって社会教育の振興に寄与することを目的とした団体です。 

社会教育委員は社会教育法を根拠とする委嘱委員で、「社会教育に関する諸計画を立案すること」が

重要な職務の一つとして定められています。また、都道府県及び市町村（特別区、一部事務組合含む。）

教育委員会における社会教育委員の設置率は 95.9％で、全国に 19,241 人が委嘱されています。（平成

30 年度社会教育統計） 

これまで、中央教育審議会の答申等では生涯学習社会の構築に向けて社会教育の重要性について繰り

返し提言等がされてきました。近年は、学校・家庭・地域の連携・協力の必要性、「人づくり・つながり

づくり・地域づくり」の循環への期待が提言されています。 

地域における社会教育の振興、学校・家庭・地域の連携・協力、地域の教育力の向上、地域における

課題解決に向けた取組の展開などを計画的かつ着実に進めるためには、地域の実情に詳しい方が委嘱さ

れることが多い社会教育委員の制度を一層活用すべきであり、また、そのために社会教育委員の資質向

上を図っていく必要があると考えています。 

このことから、「次期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経過について（報告）（素案）」

に対して、社会教育委員の制度の活用と、社会教育委員の資質向上を支援する立場から、特に下記の５

点について、意見を申し上げます。（青字が修正意見です。） 

 

 

記 

 

 

「Ⅰ．我が国の教育をめぐる現状と課題」 

③地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進」（p.17） 

 （社会教育を通じた持続的な地域コミュニティの基盤形成）の最後の○ 

○ このため、前述したコミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進など、社会教育の

充実による地域の教育力の向上や地域コミュニティの基盤強化を図るについて社会教育委員の会

議を活用して計画的に進めていくことが求められる。 
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2 

同 

（生涯学習社会の実現、障害者の生涯学習の推進）（p.19） 

○ 生涯学習は、一人一人が豊かな人生を送ることができるよう（以下略） 

○ 都道府県並びに市町村の社会教育委員には、社会教育に造詣の深い学識経験者に加え、それぞれ

の地域で、社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者など、地域の社会教育で実践

者として学び育った方が委嘱されていることが多い。この方々にとっては学んだ成果の還元であ

り、社会参加であり、地域における社会教育活動の成果である。上述した社会教育が果たす役割に

は、地域の活動に詳しい社会教育委員が関わるさまざまな地域の人材や団体などのネットワーク

を活かして地域の社会教育を展望することが社会教育委員の活動に期待される。 

○ また、障害者の生涯学習機会が（以下略） 

 

「Ⅳ．今後の５年間の教育政策の目標と基本施策」 

 目標１０ 地域コミュニティの基盤を支える社会教育の推進（p.58） 

【基本施策】 

（追記要望） 

全体のこととして、地域の社会教育を推進するために、社会教育委員の役割が重要であることにつ

いて言及していただきたい。 

【指標候補】 

（追加） 

・都道府県及び市町村の社会教育委員（の会議）の設置率及び社会教育委員が「社会教育に関する諸

計画を立案すること」の職務を行った件数及び率 

 

目標１２ 指導体制・ICT環境の整備、教育研究基盤の強化 

○地方教育行政の充実（p.64） 

・教育環境の整備を着実に進めるためには、各地域における行政体制・機能の充実を図ることが必要

であり、教育行政への多様な人材の参画や教育委員会のチェック機能の実質化、総合教育会議等を

活用した日常的な教育委員会と首長部局の連携等の推進を図る。 

・また、各地域の社会教育における行政体制・機能の充実を図ることも必要であり、そのために、今

以上に社会教育委員（の会議）の活用を図る。さらに、社会教育委員の活動の事例研究や情報交換

などを通した委員研修の機会への支援を行い、社会教育委員の資質向上を図る。 

 

目標１４ NPO・企業・地域団体等との連携・協働（P.67） 

NPOや企業､地域団体等との連携・協働、社会教育委員が持つ地域のネットワークの活用により、学

校外の多様な担い手による学びの提供や多様な支援体制の確保を図り、学びの多様化や地域等と一体

となった活動を推進する。 

 

以上 
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（公社）日本PTA全国協議会 

 

次期教育振興基本計画 資料 3 

豊かな国造りの学びであるのか？子供個々の自立や

次期計画の目標と基本施策 

目標１ 

〇個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実 

・文房具の一つとしての端末（タブレット）の在り方、教職員の ICT 活用能力の格差の

是正並びに研修の充実にお力添えをお願いいたします。 

〇主体的・対話的で深い学びと学習指導要領 

・子供たちの未来への自立のためとの理解はありますが、どこまで子供たちに「学び」を

求めていくのか？「学び」とは能動的であるべきではあるが、義務教育での「学び」は人

間形成の基礎であると考えます。持続可能な社会の担い手との想いが強すぎ社会のニー

ズが子供たちの個々のニーズを「学び」から奪わないかが心配です。 

〇全国学力・学習状況調査の実施・分析・活用 

・PTA の立場からも調査の CBT 化には賛成であるが、この調査の目的の認識が保護者にも

浸透していないように感じます。また、調査結果の分析後の可視化が求められるように感

じます。 

〇キャリア教育・職業教育 

・「キャリア・パスポート」（キャリア・ノートなどとも呼ばれる）の活用は、担任により

利用頻度がかなり違っています。年 1 回の利用もあれば、週 1 回は利用するなど、あま

りにも利用頻度に格差があります。社会的・職業的自立の基盤の取り組みとの認識である

ならば、幼・小・中・高連携の取り組みとして統一した推進をお願いいたします。 

 

目標 2 豊かな心の育成

〇子供の権利利益の擁護 

・保護者・教職員を含めた大人や社会的理解・認識が必要になると考えます。

〇主観的ウェルビーイングの向上（自己肯定感、他社とのつながり等） 

・子供たちの個々のニーズや考え方の理解が必要となってくる。ウェルビーイングな場を

どのように提供できるのか、また、子供たちが自主的に作り上げていくことができるのかが

重要になってくると考えます。 

〇道徳教育 

・人とのつながりの中で、道徳性は求められるものであるが、この多様性の時代で個々に

応じた道徳性を養うのは指導する立場としても困難であると考える。外部人材の利用の

考慮いただければと考えます。 

〇いじめ・人権教育 

・いじめにおいて保護者の立場からいつも感じるのは、対応が後手になることです。認識

の相違、対応の遅延、説明不足から隠ぺいの意識はなくてもそのように捉えられているよう

に感じます。「チーム学校」で対応しているにも関わらず、その対応が見えてこないことが

あります。教職員個々の意識の徹底と校長や教頭などの管理者の認識の共有など持続的な

取り組みを作り上げる必要があると考えます。案件が発生した時点で外部のいじめ担当

者の介入を制度化することも一つかと考えます。 

・教職員の体罰については、見て見ぬふりをする職員がいたとしたら加害者と同じです。

教職員同士がお互いに監視役である認識も必要だと考えます。 

〇発達支持的生徒指導 

・理想的な生徒指導とは思いますが、きめ細やかなサポートが必要であると考えます。教

職員のサポート・支援人材の増員、または教職員の増員を切にお願いいたします。 
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〇生命の安全教育 

・いじめや道徳教育に繋がると考えます。大いに推進をお願いいたします。

〇体験・読書活動 

・多くの体験活動を通して、ウェルビーイングな感情、または場所作りにつながると感じ

ます。日本  PTA  においても国内研修事業として全国の子供たちの学びの場、つながりの

場の提供を継続して行っております。行政においても数多くの機会の創出をお願いいた

します。 

〇伝統文化 

・小・中での地域の伝統や文化に触れることは、何よりも地域の一員としての自分の立場

を認識するには重要なものと考えます。地域から求められる人材としての認識を持つこ

とは、将来的にも地域の一員として生きていく理由の一つでもあると考えます。 

地域の少子化から若者の地方回帰は、大切な案件でもあります。子供が地域でウェルビー

イングな居場所作りができることにより大切な人材確保につながればと期待しておりま

す。 

〇青少年健全育成 

・今日的な課題の一つとして、インターネット利用に関する「親子のルールづくり」は、

単位 PTA においても行われております。情報モラルの研修が保護者の認識が有る無しに

関わらず推進していくには、PTA 活動の広い認識が必要であると考えます。PTA との連

携を謳ってはいかがでしょうか。 

〇文化芸術による子供の豊かな心の育成 

・運動部活動の地域移行と同様に今後移行が進んでいきますが、様々な問題が山積みだと

感じております。移行期間をとっていただきましたが、注意深く見守っていただき要望等に

お力添えをいただければと思います。 

 

目標 3 健やかな体の育成、スポーツを通じた豊かな心身の育成

〇学校保健・学校給食、食育 

・現代では多くの子供たちが心の病に悩んでおります。学校保健においてもメンタルヘルスの問題

は非常に重要であり、喫緊の問題であると考えます。この問題は学校内だけではなく、社会が一

体となって取り組む必要があると考えます。子供たちが一社会人として自立するためにも保険教

育の在り方が問われるのではないでしょうか。 

〇生活習慣の確立、学校体育の充実・高度化 

・子供たちの生活時間の変化による健康面や発育が気がかりです。特に「早寝早起き朝ご

はん」の国民運動にもかかわらず、朝食をとる子供の数が減少気味なのが気になります。小・

中に関しては保護者の責任も多くあると感じています。改めて PTA においても「早寝早

起き朝ごはん」の推奨を促していきたいと思います。 

〇運動部活動改革の推進と身近な地域における子供のスポーツ環境の整備 

・子供たちの継続的なスポーツへの取り組みの機会や、様々なスポーツの触れる機会、ま

た、教職員の働き方改革など地域移行が始まりましたが、ご存知のように地域格差、費用

の問題、受け皿の問題など多くの課題が山積みでいます。移行期間をとっていただいており

ますが、その期間にとらわれることなく、要望や課題にお力添えをいただければと考えます。 

〇スポーツ実施者の安全・安心の確保 

・子供たちが安心して、また保護者も信頼して預けることのできる指導者の養成は欠かせな

いと感じます。前述と同じくお力添えをお願いいたします。 
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目標 4 多様なニーズへの対応と社会的包摂 

〇特別支援教育（病気療養、医療的ケア、学校施設のバリアフリー化を含む） 

・インクルーシブ教育の推進には、現在の状況下では圧倒的に人員不足、特に専門性の職

員が必要であると考えます。教職員の専門性の向上では補えない部分が多々あり、ICT を

利用したとはいえ、ICT は手段であり根本的な解決にはならないと考えます。専門性を持

った外部人材の活用をお願いいたします。 

〇ヤングケアラー 

・ヤングケアラーの増加が懸念されます。目に見えないことから潜在的な人数はさらに多

いと考えます。早期に救い上げるための対策、方法、もしくは法案などの設置が必要な問

題であると考えます。 

〇子供の貧困 

・貧困は現代社会の問題の大きな ひとつであると考えます。子供が当たり前に受けるべ

き教育機会の喪失は、未来の日本の社会の損失にもつながります。支援をよろしくお願いい

たします。 

〇障害者の文化芸術活動 

・共生社会の実現に向け、健常者の理解が当たり前になるような施策と環境が必要と考えま

す。そのためにも幼少期から障害者による活動に対し健常な子供たちが同じ立場として

協働できる環境をカリキュラムに加えてみてはいかがでしょうか。 

 

目標 5 主体的に社会の形成に参画する態度の育成・規範意識の醸成

〇子供の意見表明 

・ブラック校則の見直しなど、子供たち自身で自らのルール作りが出来ることを願います。

また、中学生サミットなどに多くの学生が関わることによって問いを発することを 学

ぶと考えます。 

〇主権者教育 

・18 歳選挙権の導入により、社会の一員として知らなければならないこと、考えなけれ

ばならないことは権利であり、義務でもあります。未来を担う国民の一人としてのリテラ

シーの醸成が必要と考えます。 

 

目標 6 グローバル社会における人材育成

〇外国語教育の充実 

・英語教育が日本に導入させてから百数十年の時が過ぎますが、海外とは違い英語を第二

外国語として使いこなせている人があまりにも少ないことが残念です。この差がグロ

ーバル化を妨げている一因ではないかとも思われます。各都道府県による格差が起き

ないように、人材や環境整備のための予算の確保をよろしくお願いいたします。 

〇国際教育協力と日本型教育の海外展開 

・日本型教育が海外から高い関心が示されていることは、日本の教育が日本の資産として

価値があるものだと理解しております。記述されていますように、この機会に双方向的

な学び、外国型教育の取り組みを取り入れ、さらにブラッシュアップした教育システムに

なることを願います。 

〇芸術家等の文化芸術の担い手の育成 

・伝統芸能の担い手不足が深刻に感じます。ただ、地域では伝統芸能やお祭りなどは若者

にとっては求められる場所、ウェルビーイングな場所になるとも考えます。 

地域から求められ、自らも活動することによって地域の世代を超えた人とのつながり

ができ、地域を愛し、地域の一員となる人材が一人でも多くなることを願います。 
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目標 7 イノベーションを担う人材育成

特になし 

 

目標 8 生涯学び、活躍できる環境整備 

リカレント教育に必要な環境は、誰でも、いつでも、どこでも学ぶことができることだ

と考えます。特に誰でも、中卒、高卒、または大学中退、社会人、年齢に関係なく誰で

あっても広く受け入れる環境が必要です。ただ、日本人にとって学ぶことへの理解や意味

が意識の中で理解できていないようにも感じます。当然受ける側にもしっかりとした目

標が必要ですが、「学ぶ」ことの認識の醸成が必要に感じます。 

 

目標 9 学校・家庭・地域の連携・協働の推進による地域の教育力の向上 

〇コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進 

・コミュニティ・スクール（以下 CS）には、地域の存続にはなくてはならないものに

なるように感じています。学校を主体として地域や保護者、行政が一体となり子供たちを

育てることが第一にありますが、地域の在り方にも大きく影響すると考えます。 

地域には様々な団体が長年存在し、地域を見守ってきました。ただ残念ながら少子高齢化や

共働きなどにより、各団体役員の高齢化や次世代の役員候補の不在などが地方のみなら

ず、都心でも同じような現象が起きてきています。 

また、キャリア教育や部活動の地域移行などは地域の団体や企業との連携が必須であり、

この取り組みは将来的に子供たちの地元回帰や地域の一員としての意識の醸成に結びつ

くものとも考えます。 

そのプラットフォームとなるのが CS であると考えます。CS の考え方をブラッシュアッ

プさせ、学校主体から地域主体へと形を変えることで一体的な取り組みが現実的なもの

になると考えます。CS には学校だけにとらわれず無限の可能性が考えられます。まずは

学校と地域の橋渡し役として重要なのが保護者であります。この保護者は学校のことと

地域のことをよく理解している人材、それはまさに PTA の会員であります。 PTA の役

員は、学校に関わる様々な団体の役員も兼任します。地域の人を知り、地域の現状を知

り、学校の現状を知っています。 

このような人材または OB・OG が、実際に学校協働活動推進員として、その役割を担

っております。 

PTA には CS に欠かせない役割を担うことが求められています。 

日本 PTA 全国協議会の綱領には「子供たちの教育環境の整備並びに福祉の増進を図り、以

て社会に貢献すること」と定義されております。日本最大の社会教育関係団体として 800

万人の PTA 会員と連携し、地域の教育力の向上は勿論、地域の活性化にも役割を果たし

ていきます。 

CS の役割に PTA の明記を要望します。 

〇家庭教育支援の充実 

・残念ながら代々受け継がれるべく家庭教育が社会環境、家庭環境などの変化もあり各

家庭で理解・実践できていない部分があるように思えます。 

PTA でも家庭教育の推進は一番重要な案件として、全国大会、ブロック大会などでも

必ずテーマの一つとして取り組んでおります。 

今後も家庭教育の推進を図ってまいります。 
 

目標 10 地域コミュニティの基盤を支える社会教育の推進 

日本最大の社会教育関係団体として、その責務・役割を理解し、共に学び、共に成長す

る団体として社会に貢献すべく事業を推進してまいります。 
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目標 11 教育 DX の推進・デジタル人材の育成〇一

人一台端末の活用 

端末（タブレット）はあくまで文房具の一つとしての認識であったが、教職員の  ICT  の活

用の推進により、手段が目的になっているように感じます。優れた事例の創出ばかりが取

り上げられ、そこが目的になっている感じは元々の目的からはずれているように思いま

す。 

〇児童生徒の情報化紆余運用力の育成 

いまだに不思議なのが、端末（タブレット）が学校だけでしか利用できないルールがある

ことです。地域格差、学校間格差の是正をお願いいたします。 

 

目標 12 指導体制・ICT 環境の整備、教育研究基盤の強 

〇指導体制の整備 

・小学校高学年における教科担任制の導入は喫緊の課題だと感じております。早期の

実現を願います。 

・「チーム学校」には、地域やPTA が追記されるべきと考えます。 

・配置促進に向け予算の確保を確実に推進願います 

〇学校における働き方改革のさらなる推進 

・教職員の心身ともの健康や教師としての職責が本人にとってのウェルビーイング

なものになるような働き方改革が求められると考えます。 

専門スタッフの増員や給特法の改正など総合的な取り組みを願います 

〇教師の資質能力の向上 

教員免許更新制の廃止や英語、情報、道徳、ICT  化の推進など教師に求められる能力は

年々高まってきていると感じます。その中でも資質の向上は、教師が一個人としての

人格にも関わってくると感じます。多様性を認めながらも教職という職務に適切な資

質は必要であると考えます。 

〇ICT 環境の充実 

端末使用の日常化を切に願いますが、自治体間格差においては解消が難しいと感じま

す。やはり予算的な問題であるので、この部分に関しては国の責任において予算を確保し

紐づけての交付が望まれます。 

 

目標 13 経済的状況、地理的条件によらない質の高い学びの確保〇教

育費負担軽減 

・日本 PTA が実現してきた教育費負担軽減として、教科書の無償化、給食費負担軽減 

などがあげられる。今後とも社会環境保急激な変化などにより、子供たちの教育機会の確

保に必要な対策を要望してまいります。お力添えをよろしくお願いいたします。 

〇へき地や過疎地域等における学びの支援 

・学校の統廃合により、通学時間や通学距離の変化は、子供のみならず、保護者にとっ

ても大きな負担となっております。住んでいる場所に関わらず等しい環境の確保を

よろしくお願いいたします。 

 

目標 14 NPO・企業・地域団体との連携・協働 

・是非とも PTA との連携 を追記願います。 
 

目標 15 安全・安心で質の高い教育研究環境の整備、児童生徒の安全確保〇学

校安全の推進 

・2 年前の千葉県八街市の児童 5 人の死傷事故は記憶に新しく、PTA としてもとても残

念な事故でした。子供たちの通学路、スクールゾーンにおける安全面の対応は国の責任

において行うべきと考えます。さらなる取り組みをお願いいたします。 
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2023年 1 月 18 日 
 

文部科学省総合教育政策局政策課 様 
 

公益社団法人日本図書館協会 
 

中央教育審議会教育振興基本計画部会審議経過報告への意見について 
 

１．はじめに 
図書館法の第三条に「図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に

沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、お
おむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。」とされ、実施に努める事項に
は、 
四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附
属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。 
八 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動
その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。 
九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。 

などが挙げられている。また、「ユネスコ公共図書館宣言 2022」においては、 
「図書館は、どの国においても、とりわけ開発途上国において、教育を受ける権利、お
よび知識社会や地域の文化生活へ参加する権利をできるだけ多くの人々が享受しうるよ
う支援する。」 

とされ、公共図書館の使命は、 
「情報、識字、教育、包摂性、市民参加、および文化に関連した以下の基本的使命を公
共図書館サービスの核にしなければならない。これらの基本的使命を通じて、公共図書
館は持続可能な開発目標（SDGs）と、より公平で人道的な持続できる社会の建設に貢
献する。」 

として、以下の事項などが挙げられている。 
・生まれてから大人になるまで、子供たちの読書習慣を育成し、それを強化する。 
・情報に基づいた民主的な社会を整備していくという観点で、読み書き能力を向上させ
る識字の活動やプログラムに着手し、援助し、関与して、あらゆる年齢層のすべての
人々のメディア・情報リテラシーとデジタルリテラシーの技能の発達を促す。 
・デジタル技術を通じて、情報、コレクション、およびプロブラムの利用を対面でも遠
隔でも可能にして、いつでも可能な限り地域社会にサービスを提供する。 
・社会的仕組みの根幹に関わる図書館の役割を認識し、すべての人々にあらゆる種類の
地域情報の入手と地域をまとめる機会を確保する。 
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・利用者の生活に影響を与える可能性のある研究成果や健康情報など、科学的知識の利
用を地域社会に提供し、科学的進歩に関与できるようにする。 

 
また、「図書館の設置及び運営上の望ましい基準（平成 24年 12月 19 日文部科学省告示

第 172号）」においては、「運営の基本」として、 
 
2 市町村立図書館は、知識基盤社会における知識・情報の重要性を踏まえ、資料（電
磁的記録を含む。）や情報の提供等の利用者及び住民に対する直接的なサービスの実施
や、読書活動の振興を担う機関として、また、地域の情報拠点として、利用者及び住民
の要望や社会の要請に応え、地域の実情に即した運営に努めるものとする。 

 
としている他、以下のような基準が挙げられている。 
○「連携・協力」 

2 図書館は、前項の活動の実施に当たっては、図書館相互の連携のみならず、国立
国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室、学校図書館及び大学図書館等の
図書施設、学校、博物館及び公民館等の社会教育施設、関係行政機関並びに民間の調
査研究施設及び民間団体等との連携にも努めるものとする。 

○「地域の課題に対応したサービス」 
市町村立図書館は、利用者及び住民の生活や仕事に関する課題や地域の課題の解決に
向けた活動を支援するため、利用者及び住民の要望並びに地域の実情を踏まえ、次に
掲げる事項その他のサービスの実施に努めるものとする。 
イ 子育て、教育、若者の自立支援、健康・医療、福祉、法律・司法手続等に関する
資料及び情報の整備・提供 

○「利用者に対応したサービス」 
ア 児童・青少年に対するサービス 
イ 高齢者に対するサービス 
ウ 障害者に対するサービス 
エ 乳幼児とその保護者に対するサービス 
オ 外国人等に対するサービス 
カ 図書館への来館が困難な者に対するサービス 

○「多様な学習機会の提供」 
1 市町村立図書館は、利用者及び住民の自主的・自発的な学習活動を支援するた
め、講座、相談会、資料展示会等を主催し、又は関係行政機関、学校、他の社会教育
施設、民間の関係団体等と共催して多様な学習機会の提供に努めるとともに、学習活
動のための施設・設備の供用、資料の提供等を通じ、その活動環境の整備に努めるも
のとする。 
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2 市町村立図書館は、利用者及び住民の情報活用能力の向上を支援するため、必要
な学習機会の提供に努めるものとする。 

 
 公益社団法人日本図書館協会でも「新型コロナウイルス感染症対策下における図書館の
充実について（提言）」（2021/06/08）の「３ 新型コロナウイルス感染症対策下における
今後の図書館」において、以下のように述べている。 

 
図書館は住民の身近にあって、生涯学習の基本的な機能を持っています。自分で考え、
判断できるよう、地域の公立図書館や学校図書館の資料・情報を活用し、自分の力で課
題を解決した経験の蓄積は、住民ひとり一人の成長を生涯にわたり支えます。このよう
に、ひとり一人が、考える意欲と能力を持ち、活用することは、人口減少社会におい
て、活力ある社会を持続可能なものとするための鍵となる、住民の主体的な社会参画を
生み、今後の日本社会の発展の大きな礎となることが期待されます。地域の課題解決、
「持続可能な開発目標」（SDGｓ）などの課題に取り組む力が育まれることがこれから
の時代を担う子どもをはじめとする人生の諸段階において大切です。 

 
 これらにある図書館の役割、機能等を踏まえて以下のとおり意見を提出いたします。 
 
２．「次期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経過について（報告）」への意
見 
 
Ⅰ．我が国の教育をめぐる現状と課題 
【意見】特段の意見はありません。 
 
Ⅱ．今後の教育政策に関する基本的な方針 
①グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成 
 
（日本社会に根差したウェルビーイングの向上・日本発の概念整理） 
 「子供たちのウェルビーイングを高めるためには、教師のウェルビーイングを確保する
ことが必要であり、（中略）職場の心理的安全性が保たれ、労働環境などが良い状態であ
ることなどが求められる。」（p.9） 
 
【意見】ここで取り上げられているのは教師のみであるが、学校で働く非常勤講師及び教
師以外のスタッフについても同じことが言える。学校図書館で働く学校司書は、2014 年の
学校図書館法改正以後、学校への配置率が増加したが、同時に複数校兼務等が増え、かつ
て学校司書が正規職員であった自治体でも非正規雇用職員となっている状況がある。若い
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学校司書が生活をしていくためにダブルワークを必要とする状況では、子どもたちの学び
や読むことを支援する学校図書館づくりを十分に行うことはできない。学校司書をはじめ
として教師以外の職についても言及してほしい。 
 
（主体的・対話的で深い学び、アクティブ・ラーニング、大学教育の質保証） 
「令和の日本型学校教育答申において（以下略）」及び「学習者を主体として、（以下
略）」（p.11） 
 
【意見】ここであがっている「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善や、学
習者を主体として、他者との協働や課題解決型学習などを通じ、深い学習を体験し、自ら
思考することを重視する考え方は、従来から学校図書館にとって重要な考え方である。し
かし、現実の学校図書館は、2022 年 12 月 26 日付の読売新聞でも報道されたが、学校種
による格差、地域間の格差が大変大きくなっている。教育振興基本計画（以下「基本計
画」という。）で掲げる考えを実現するうえで、学校図書館が十分に機能していれば、学
校図書館の貢献が期待できる。基本計画の審議経過報告に対する意見ではないが、学校図
書館の機能が十分発揮できるような人的配置（特に学校司書）、予算措置を求めたい。ま
た 1 学級の生徒数の見直し、教員の増員も必要である。 
 
（マルチステージの人生生涯にわたって学び続ける学習者の育成） 
「生涯学習社会を実現するためには、（中略）初等中等教育や高等教育において、（中略）
学びを習慣化し、生涯にわたって能動的に学び続けるための態度を涵養することが重要で
ある。」（p.14） 
 
【意見】学びの習慣化については、初等中等教育及び高等教育だけではなく、図書館をは
じめとする社会教育施設とも連携して行われるべきだと考える。「初等中等教育や高等教
育において、学習内容を人生や社会の在り方と結び付けて深く理解することや、興味・関
心を喚起する学びを提供し、自ら考える意欲と能力を持ち、課題を解決できた喜びを蓄積
することなどにより、社会教育施設とも連携して、探究的学びを習慣化し、生涯にわたっ
て能動的に学び続けるための態度を涵養することが重要である。」としてはどうか。 
 
「生涯学習の推進に当たっては、ICT の活用などによる柔軟な学習機会の一層の充実を図
る必要がある。さらに、学校教育と社会教育が連携することも重要であり、コミュニテ
ィ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進により、学校と地域住民が連携・協働する
ことで（後略）」（p.14） 
 
【意見】基本計画においては、ICTの活用による柔軟な学習機会の場として学校図書館だ
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けでなく、連携する社会教育施設としての公立図書館も含めて考えていただきたい。ま
た、学校と地域住民の連携・協働に公立図書館も加わることでより学びの場に広がりが持
てるようになる。 
 
②誰一人取り残さず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の推進 
 
（共生社会の実現に向けた教育の考え方） 
 「近年、いじめの重大事態の発生件数や児童生徒の自殺者数は増加傾向であり、（中略）
我が国で学ぶ外国人の子供や海外で学ぶ日本人の子供の学びも保障されるとともに、多文
化共生の考え方も取り入れていく必要がある。」（p.15） 
 
【意見】公立図書館による多文化サービスを活用することで、地域一体となった共生社会
の実現が図れる。また、学校図書館においても、日本図書館協会は「学校図書館における
特別なサービスと資料の提供に関する基本方針－図書館利用に困難のある児童生徒のため
に－」（2022 年 5 月一部修正）をまとめており、図書館がこれへの貢献が期待できること
を踏まえて基本計画を策定していただきたい。 
 
（共生社会の実現に向けた教育の方向性） 
「その際、第 3 期計画期間中に飛躍的に整備された ICT 環境を効果的に活用していく必要
がある。（以下略）」（p.17） 
 
【意見】ICT 環境の効果的活用について、各地の学校図書館から「図書館に端末が配備さ
れない」「Wi-Fi 環境の対象から除かれた」などの声があがっている。一方で環境の整った
学校図書館では、海外との交流を伴う授業の実現への支援といった実践も出てきている。
このことは学校図書館の格差に起因する問題である。「より良い教育環境」に「学校図書
館を含む」と加筆してほしい。 
 
③地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進 
 
（社会教育を通じた持続的な地域コミュニティの基盤形成） 
「このため、前述したコミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進など、社
会教育の充実による地域の教育力の向上や地域コミュニティの基盤強化を図ることが求め
られる。」（p.18） 
 
【意見】社会教育の充実による地域の教育力の向上や地域コミュニティの基盤強化を図る
ためには、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動だけでなく、公立図書館も含めた
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形で基本計画としていただきたい。 
 
（公民館等の社会教育施設の機能強化、社会教育人材の養成と活躍機会の拡充） 
「デジタル田園都市国家構想基本方針においてデジタル技術を活用し、（中略）公民館や
図書館等の社会教育施設は、社会教育の拠点として、自らが果たす役割を明確化すること
が求められている。」（p.18） 
 
【意見】 デジタル時代においては、公立図書館は、住民の情報アクセスを保障する情報
資源の拠点となることが期待できる。そのためには、司書が専門的知識及び技術を身に付
けるための研修への参加や研究会等への参加の機会も保障される必要がある。また、学校
図書館は、学校図書館単独ではサービスが難しい学習のための資料提供などにおいて、図
書館ネットワークの支えを必要とする。そのために学校図書館支援センターを設置してい
る自治体もあるが、全国的にはまだまだ不十分な状況である。公立図書館の役割には、社
会教育施設の拠点であることに加えて、学校図書館や地域の小さな図書館を支える図書館
ネットワークの拠点としての役割が求められている。公立図書館の機能強化に、学校図書
館も含む図書館ネットワークの充実を加えてほしい。 
 
「社会教育に対するニーズが高まる中、地域において社会教育活動を支える社会教育主事
及び社会教育士の役割はその重要性を増している。」（p.18） 
 
【意見】社会教育主事及び社会教育士と同様に、社会教育施設の機能強化を考えるには、
学校図書館における学校司書や公立図書館における司書の重要性及び活躍機会の拡充も求
められる。公立図書館は、長い歳月をかけて、地域に密着した図書館サービスを提供する
専門的知識を有し、地域の特性に応じた図書館業務に関する能力、ノウハウを身に付けた
人材を育成し、継承してきた。社会教育活動を支えるためには、これらの専門性を持つ司
書が、官製貧困などと言われることなく、自信と誇りを持って、継続して安心して働くこ
とができる労働環境が必要である。基本計画の審議経過報告に対する直接的な意見ではな
いが、基本計画を実効性あるものとするために、是非このことも合わせて検討していただ
きたい。 
 
④教育デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 
 
（各学校段階における教育DXの推進） 
「生涯学習においては、遠隔・オンライン教育の活用による受講の利便性の向上や学習履
歴の可視化におけるデジタル技術の活用を推進すべきである。また、公民館や図書館等の
社会教育施設におけるデジタル基盤の強化やデジタル教育の充実も求められる。」（p.20） 
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【意見】「デジタル田園都市国家構想基本方針」においても、図書館や公民館が社会教育
の拠点として、役割を明確化することが求められ、それにあたっては、地域住民の意向を
踏まえて機能強化を図ることが重要であるとされている。その重要性に鑑み、「そのた
め、公民館や図書館等の社会教育施設におけるデジタル基盤の強化やデジタル教育の充実
を進める。」としていただきたい。 
 
（デジタルの活用とリアル（対面）活動の重要性） 
「学びに新たな可能性をもたらしたデジタルを活用した教育は（以下略）」及び「小中高
等学校においては、従来の教師による対面指導に加え、（以下略）」（p.21-22） 
 
【意見】学校図書館においては、長年デジタルの情報と紙ベースの情報との違いを子ども
たちが理解する取り組みが行われてきた。この授業実践は、デジタルの活用とリアル（対
面）活動の融合と見ることもできる。ただし、デジタル情報を有効に活用するためには、
諸外国と比べて学校図書館への PC・端末の配備や学校図書館が使いやすい有料データベ
ースの整備・導入がハードルとなっている。学校図書館予算の現実を考えると、デジタル
の活用か紙ベースの資料かといった二者択一の状況があり、デジタルを活用するために、
紙ベースの資料費を減ずるといった短絡的な反応が一部に出てきている。ここでは、文章
そのものの変更は求めないが、学校図書館においてこうした問題があるという指摘をして
おきたい。 
 
（指導体制、ICT環境等の整備） 
「我が国の初等中等教育は国際的にも高く評価されており、（中略）教員業務支援員やス
クールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の支援スタッフの役割も重要であ
る。」（p.22-23） 
 
【意見】学校図書館において、探究的学習や情報活用能力の育成は、重要な課題となって
いる。学校図書館は、学校種や地域による格差が大きいために、この課題を担うことので
きない学校図書館も存在しているが、学校図書館支援センターの活動によって実現してい
る学校図書館もある。支援スタッフとして、列挙されている「教育業務支援員やスクール
カウンセラー、スクールソーシャルワーカー等」に「学校司書」を加えてほしい。学校司
書は、読書支援に加えて学習支援も行っており、新たな学びを支える役割を担っている。
また、時に困難を抱える子どもたちの受け皿となる場合もあり、必要な職である。 
 
（安全・安心で質の高い教育研究環境の整備、社会教育施設等の整備） 
「また、質の高い学びを実現するため、学校図書館や教材の整備の充実を図る必要があ
る。(以下略)」（p.24） 
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【意見】学校図書館は質の高い学びの実現においても、生涯学び続ける人材の育成におい
ても、重要な役割がある。次のように加筆していただきたい。 
「学校図書館は、子どものウェルビーイングの実現や、デジタル情報や本、多様な文化と
の出会いの場であり、また問題を抱えた子どもの居場所としての機能もある。学校図書館
機能のより一層の充実が必要である。」 
 
Ⅲ．今後の教育政策の遂行に当たって特に留意すべき事項 
【意見】特段の意見はありません。 
 
Ⅳ．今後 5年間の教育政策の目標と基本施策 
目標 1 確かな学力の育成、幅広い知識と教養・専門的能力・職業実践力の育成 
 
〇個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実（p.33） 
 
【意見】次の事項を追加してはどうか。 
・個別最適な学びと協働的な学びを実現するためには、教員の増員、1学級の生徒数の見
直しに加え、学校司書等学習活動を支援する職員の配置が重要である。職員体制の充実を
図る。 
 
〇新しい時代に求められる資質・能力を育む学習指導要領の実施（p.33） 
 
【意見】次の事項を追加してはどうか。 
・新しい時代に求められる資質・能力の育成を支える学校図書館の充実を図る。 
 
〇【指標候補】（p.36-37） 
 
【意見】指標として、次を追加していただきたい。 
・学校図書館の活動を支える自治体が設置する学校図書館支援センターの数の増加 
 
目標 2 豊かな心の育成 
 
○読書活動の充実 
「・子供の読書活動の推進に関する基本計画書等に基づき、不読率の低減に向け、公立図
書館と学校の連携をはじめとした各機関の連携とともに、司書教諭の養成や学校司書の配
置など学校図書館の整備充実・多様な子供の読書機会の確保、子供の読書活動の重要性な
どに関する普及啓発等を通じ、子供の読書活動を推進する。」（p.39） 

65



【意見】読書活動の充実においては、司書教諭の養成や学校司書の配置に合わせて、会計
年度職員等の非正規化が進む公立図書館司書の非正規化への歯止め、適切な配置が欠かせ
ない。「（前略）各機関の連携とともに、司書の専門性の確保、適切な配置や司書教諭の養
成及び学校司書の配置など（以下略）」としていただきたい。 
 
○青少年の健全育成 
「・青少年が、自律して主体的に（中略）地域社会、家庭等における青少年に対する啓発
活動を行う。また保護者が、青少年の発達段階に応じてインターネット利用を適切に管理
できるようにするため、学校、地域社会等において、インターネット上の有害情報、青少
年に対するインターネット上の危険性や、それらの問題への対応方法、インターネット利
用に関する「親子のルールづくり」など家庭等で日々の生活習慣を見直す取組等について
保護者に対する啓発運動を講じる。」（p.39） 
 
【意見】地域社会での啓発活動の場として公立図書館の活用を踏まえて基本計画を考えて
いただきたい。 
 
○【指標候補】（p.39-40） 
 
【意見】指標として、次を追加していただきたい。 
・学校図書館における学校図書館図書標準の達成率 
・公立図書館における児童・青少年用図書の整備冊数の増加 
 
目標 6 主体的に社会の形成に参画する態度の育成・規範意識の醸成 
 
○持続可能な開発のための教育（ESD）の推進 
「・ESD の強化と SDGs の 17 の全ての目標実現への貢献を通じて、より公正で持続可能
な世界の構築を目指す「ESD for 2030」の理念を踏まえ、地域の多様な関係者（学校、教
育委員会、大学、企業、NPO、社会教育施設など）をつなぐネットワークを強化する。」
（p.49） 
 
【意見】公立図書館は SDGs の実現もその役割として認識をしており、関係者ネットワー
クにおいても中心的な場となれると考える。それを踏まえ基本計画を策定していただきた
い。 
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目標 7 多様な教育ニーズへの対応と社会的包摂 
 
○不登校児童生徒への支援の推進 
「・平成 25 年度以降、（中略）加えて、ICT 等を活用した学習支援を含めた教育支援セン
ターの機能強化等を推進するとともに（後略）」（p.51） 
 
【意見】教育支援センターの機能強化にあたっては学校図書館及びその地域の公立図書館
等との連携も重要である。基本計画においては、それを視野に入れて検討することとして
もらいたい。 
 
○高校中退者等に対する支援 
「・中途退学を余儀なくされる状態を（中略）高等学校卒業程度の学力を身に付けること
を志す高校中退者等に対する学習相談・学習支援を促進する。さらに、学校や教育委員会
と地域若者サポートステーション、ハローワーク、地域社会等との連携を強化し、高校中
退者等の高等教育機関への進学や社会的自立に向けた切れ目ない支援体制を構築する。」
（p.52） 
 
【意見】支援体制構築における連携強化の中に地域の公立図書館も含め、「学校や教育委
員会と地域若者サポートステーション、ハローワーク、公立図書館、地域社会等との連携
を強化し、」としていただきたい。 
 
○障害者の生涯学習の推進 
「誰もが、障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会を実現するため、障害者の
生涯学習の充実に向けて、社会教育施設や民間団体における取組、大学等における公開講
座といった学びの場・機会の提供等の取組の推進を図る。（中略）さらに、障害に関する
基礎的理解に加え、地域資源を調整・活用する能力を備えた障害者の生涯学習推進を担う
人材の育成・確保のため、地方公共団体の社会教育関係職員や特別支援学校教職員、福祉
関係職員等に対する研修等の充実や（後略）」（p.54） 
 
【意見】「生涯学習の充実」に合わせて「読書バリアフリーの実現」も記載していただき
たい。また、社会教育施設を「図書館をはじめとする社会教育施設」とし、人材育成・確
保においても「図書館をはじめとする社会教育関係職員」など、図書館及び司書が障害者
の生涯学習を支援する機関、人材であることを明確に記載していただきたい。 
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目標 8 生涯学び、活躍できる環境整備 
 
「人生 100 年時代を見据え、全ての人のウェルビーイングの実現のためにも、（以下
略）」（p.55） 
 
【意見】「人生 100 年時代を見据え、全ての人のウェルビーイングや生涯探究社会の実現
のためにも、（以下略）」としてはどうか。 
 
○働きながら学べる環境整備 
「・社会人が受講しやすい工夫（週末や夜間の開講、オンライン授業等）等が（中略）社
会人が学びやすい環境整備を図る。」（p.56） 
 
【意見】「社会人が学びやすい環境整備」において、地域の公立図書館がその「環境」の
一要素となることを踏まえて基本計画を策定していただきたい。 
 
○リカレント教育のための経済支援・情報提供 
「・学ぶ意欲を持つ社会人が、社会人向けの教育プログラムの開設状況や学びの支援制度
等に関する情報を効率的に入手することができるよう、情報発信の取組を推進する。」
（p.56） 
 
【意見】情報発信の取組を推進する際に、地域の図書館がその情報発信の場として活用で
きることを踏まえて、基本計画を策定していただきたい。 
 
○現代的・社会的な課題に対応した学習等の推進 
「・男女共同参画社会の形成の促進、人権、環境保全、消費生活、金融、食、地域防災・ 
安全、海洋等について、各分野の基本計画等に基づき、学習機会の充実を促進する。（中
略）学校のみならず、社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら、地域の課題解決を
主体的に担うことができる力を身に付けるための教育を推進する。」（p.56） 
 
【意見】「（前略）学校のみならず、社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら、社会
教育施設とも連携して、地域の課題解決を主体的に担うことができる力を身に付けるため
の教育を推進する。」としてはどうか。 
 

○高齢者の生涯学習の推進 
「・高齢者を含め、全ての人が、地域において、（中略）誰もが生涯を通じて学び、地域
に参画し、豊かな知識・技術・経験を生かせる環境を整備する。」（p.57） 
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【意見】環境整備において、地域の公立図書館がその一拠点となることを踏まえて、基本
計画を策定していただきたい。 

○【指標候補】（p.57-58）

【意見】指標として、次を追加していただきたい。 
・生涯学習の場として、この 1 年くらいの間に地域の図書館を利用した人の増加

目標 9 学校・家庭・地域の連携・協働の推進による地域の教育力の向上 

○コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進
「全ての公立学校に地域と連携・協働する体制を構築することを目標とし、（中略）その
際、学校と地域をつなぐ人材として、地域学校協働活動推進員の効果的な配置促進、資質
向上等を図ることにより、（後略）」（p.58）

【意見】「地域学校協働活動推進員の効果的な配置促進、資質向上等」と同時に、基本計
画においては、地域公立図書館の司書との連携についても検討していただきたい。 

○家庭教育支援の充実
「・子供を育てる上で不安を感じたり、（中略）家庭教育支援チームの普及を図るととも
に、訪問型家庭教育支援の推進を図る」（p.58）

【意見】家庭教育支援チームの普及においては、地域の公立図書館との連携及びその活動
場所として公立図書館が活用できることを踏まえて、基本計画を策定していただきたい。 

目標 10 地域コミュニティの基盤を支える社会教育の推進 

○社会教育施設の機能強化
「・社会教育施設の機能強化に向けて、（中略）特に、公民館における地域のコミュニテ
ィ拠点機能の強化を図る観点から、（後略）」（p.59）

【意見】地域コミュニティ拠点としては、公立図書館にもその機能があることから、「特
に、公民館・図書館における地域のコミュニティ拠点機能の強化を図る観点から」として
いただきたい。 
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○地域課題の解決に向けた関係施設・施策との連携
「・地域コミュニティの基盤強化には、（前略）公民館等の社会教育施設の活性化に取り
組むとともに（後略）」（p.59）

【意見】例示として「公民館」だけでなく「図書館」も挙げ、「公民館・図書館等の社会
教育施設の活性化」としていただきたい。 

○【指標候補】（p.59）

【意見】指標として、次を追加していただきたい。 
・公立図書館における司書資格を保有する専任職員の比率

目標 11 教育DX の推進・デジタル人材の育成 

○児童生徒の情報活用能力の育成
「・学習指導要領において（中略）学校だけでなく、自分自身でも学ぶことができる環境
を構築する。」（p.60）

【意見】「学校だけでなく地域の公立図書館等において、自分自身でも学ぶことができる
環境を構築する。」等のように環境の一要素として「図書館」を明記していただきたい。 

○【指標候補】（p.62）

【意見】指標として、次を追加していただきたい。 
・学校図書館において利用できるデータベース数

目標 12 指導体制・ICT環境の整備、教育研究基盤の強化 
【基本施策】 
（初等中等教育段階） 
〇指導体制の整備 
「・質の高い教育の実現や複雑化・困難化する教育課題に対応し、（以下略）」（p.63） 

【意見】「チーム学校」を推進する担い手に「学校司書」を加える。司書教諭は教諭の充
て職であり、教諭に含まれると考えたが、配置や研修のあり方に課題があり、司書教諭に
ついてもより一層の充実を求めたい。 
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〇ICT 環境の充実（p.64） 

【意見】学校における ICT環境整備の対象から、学校図書館、学校司書が排除されるとい
ったことが起きている。 
「・児童生徒の主体的な学び・協働的な学びを支える学校図書館における ICT環境の整備
を進める。」を加えていただきたい。 

目標 15 安全・安心で質の高い教育研究環境の整備、児童生徒等の安全確保 
【基本施策】 

〇学校における教材等の充実 
「・「学校図書館図書整備等 5 か年計画」に基づく、図書の整備、新聞の配備、学校司書
の配置等のほか、公立図書館をはじめとした各機関や地域との連携等を通じ、学校図書館
の整備充実を図る。」（p.69） 

【意見】特に文章や文言の変更は求めないが、現実の学校図書館は、2022年 12月 26 日
付の読売新聞の記事「学校図書費 自治体格差」（1面）「調べる学習 図書格差が影」（3
面）にある通り、学校種による格差、地域間の格差が大きくなっている問題があることを
踏まえて計画を策定していただきたい。 

○【指標候補】（p.70）

【意見】指標として、次を追加していただきたい。 
・学校図書館における学校図書館図書標準の達成率
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「次期教育振興基本計画の策定に向けた基本的な考え方（案）」に対する意見表明 

公益財団法人 日本学校体育研究連合会 

会長 友添秀則 

 この度は，「次期教育振興基本計画の策定に向けた基本的な考え方（案）」への意見表名の

機会をいただきまして，ありがとうございます。過日，お送りいただきました「次期教育振

興基本計画の策定に向けた基本的な考え方（案）」につきまして，本財団より，以下の通り，

コメントをさせていただきます。

 まず，本計画の中に，「目標 3 健やかな体の育成，スポーツを通じた豊かな心身の育成」

を項目立てていただき，ありがとうございます。子供たちが運動・スポーツを通じて健やか

な体，豊かな心，そして仲間を得ていくことは，彼らの生涯にわたる心身の健康の基盤形成

の観点から不可欠のことだと考えております。また『令和 4年度 全国体力・運動能力運動

習慣等調査結果報告書』にも示されている通り，コロナ禍以降，我が国の児童生徒の体力レ

ベルは低下傾向へと転じており，子供たちが健康な生活を送るための基礎としての運動・ス

ポーツの必要性が高まっていることに加えて，生涯にわたる自己実現のためのスポーツの

あり方も重要視されるようになっています。こういった背景を踏まえても，本計画に「目標

3 健やかな体の育成，スポーツを通じた豊かな心身の育成」を位置付けることは必須であ

り，より具体的な方向性をもって施策を展開していくべきととらえております。以下，各項

目についてのコメントを付させていただきます； 

【基本施策】について 

○学校保健，学校給食・食育の充実

現行学習指導要領の体育科・保健体育科においては，体育と保健の一層の充実を図ること

が目指されております。健康な生活についての知識を得ること共に，それを実践していく際

には，体育学習と保健学習の成果を結びつけるような実践的な学びが重要になります。この

項に関わっては，「体育と保健の一層の充実」が実現するよう，要望させていただきたいと

考えますし，そのような文言が付されることも効果的と考えます。 

○生活習慣の確立，学校体育の充実・高度化

現行学習指導要領には「共生」の考え方が取り入れられ，各学校において，多様な児童生

徒が共に学ぶための内容，活動，環境等の整備及び実践が進められています。この実現に関

わっては，児童生徒の望ましい姿を導くための教員・指導者向けの研修の充実等も進める必

要があり，この点についての表記も必要かと考えます。 
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○運動部活動改革の推進と身近な地域における子供のスポーツ環境の整備充実

今後，運動部活動改革の一層の展開が見通されますが，その中で，現在の文章に示されて

いることの他に，指導者が備えるべき資質・能力の向上に向けた枠組みも必要になると考え

ます。運動部活動改革に関わる指導者の資質・能力向上のための施策立案・実行という方向

性も盛り込んでいただければ幸いです。 

○スポーツを通じた共生社会の実現・障害者スポーツの振興

本財団では，幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の体育・保健体育を対象

として，毎年，全国大会を開催しております。各学校園では，多様な個性を有する児童生徒

が共に学ぶ様子も公開されています。これからの社会と学校，体育・保健体育のあり方を考

えると，この項に「学校における体育・保健体育の授業での学びも踏まえ，スポーツを通じ

た共生社会の実現・障害者スポーツの振興を図る。」といった文言が入ることも望ましいの

ではないかと考えます。 

【指標候補】について 

令和の時代に入ってから，我が国の児童生徒の体力・運動能力の低下傾向が認められます。

また児童生徒が良質な体育・保健体育授業によって運動好き・スポーツ好きになることも目

指されています。これらの点を踏まえると，指標の中に「・児童生徒の体育授業好きの割合

の増加」「・児童生徒の体力・運動能力の向上」「・スポーツの価値に対する認識」といった

指標が入ることも望ましいのではないかと考えます。 

以上，意見表明をさせていただきます。ご検討のほど，よろしくお願いいたします。 
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次期教育振興基本計画への意見 

公益社団法人日本芸能実演家団体協議会 

基本計画のこれまでの基軸である、誰一人取り残さず、全ての人の可能性を引く出す教育の実

現に向けた、個別最適・協働的な学びと「自立」、「協働」、「創造」理念を発展的継承し、次の

基本計画において、少子化・人口減少、グローバル化、デジタル化など社会変化に対応した、

「持続可能な社会の作り手」「グローバル人材」をつくることの方向性は評価する。 

この方向性を実現に向けて、第 3 期計画期間中の課題として指摘されている「いじめの重大事

案」や「児童生徒の自殺者数」の増加、「地域教育力の低下」や「家庭を取り巻く環境の変化」

などを解決するためには、教育における文化芸術の価値、役割をさらに高め、芸術家等の力を

活かしていく見直しを盛り込んで頂きたい。 

昨年は「学制 150 年」。文化芸術教育について、この間の大きな社会変化の中で、これまでの

教科としての美術、音楽を軸とするもので十分なのか検討頂きたい。 

我が国の文化芸術は、この間、多様な分野の芸術活動が発展し、充実してきている。伝統芸能

など伝統文化や演劇、舞踊などは学制で位置づけられなかった。学びの中に文化芸術を位置づ

けることは、我が国の多様な文化芸術の継承のみならず子供たち心身の成長を促し、想像力、

創造性、自主性、コミュニケーション力の育成と、多様な才能や能力の育成に大きな効果が期

待される。また、その実現には、地域との連携は欠かせない視点であり、自前主義の脱却のた

めにも地域の芸術家や文化芸術団体の力を積極的に生かすべきである。芸術教育の拡充は、基

本的な方針に沿ったものであると考える。 

以下、目標に沿って具体的な意見を述べる。 

目標 2 豊かな心の育成 

個別項目の中で「伝統文化」と「文化芸術による子供の豊かな心の成長」が別々に記述され、

一部同じことを記述している。以下の方向での修正が必要と考える。 

「伝統文化と文化芸術は子供たちの教育に極めて重要である認識」をまず記述し、「学校にお

ける芸術教育の改善」とその実効性を上げる一つの方法である「文化施設、文化芸術団体との

連携」を記述頂きたい。 

次に「伝統文化」と「文化芸術」について個別の記述を行うことが必要と考える。 

目標 6 グローバル社会における人材育成 

○芸術家等の文化芸術の担い手の育成について

基本認識として、「芸術」は国境を越え、多様な文化認識、相互理解を育む媒介となること、
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また、世界的に活躍する共通の場も存在し、日本の芸術家は世界で多数活躍しており、子供た

ちの将来の目標となるものであること、などの視点が必要である。以下の方向での修正が必要

と考える。 

芸術の持つ国際性の認識示すことと、芸術家を世界に派遣する「芸術家の在外研修制度」、日

本芸術文化振興会で行われている「オペラ、バレエ、演劇研修」の推進を明記して頂きたい。 

目標 8 生涯学び、活躍できる環境整備 

○大学等と産業界の連携等によるリカレント教育の充実

芸術家をめざす若者は、厳しい鍛錬と評価のなかで専門家として活動を継続できるものは限ら

れ、30 代から 40 代に転機を迎える者も多い。しかし、芸術活動を通して培った経験や能力は、

社会の多様な分野で活かせる可能性が高い。その職能拡張、転換のためのリカレント教育の存

在は、専門人材を以下の点で活用しうる大きな可能性を秘めている。

1） 学校での芸術教育、体験活動や文化施設の企画運営、指導スタッフとして

2） 企業人をインスパイアし、産業界におけるイネベーションを誘発する異能の人材として

3）若者の芸術への参入障壁を下げ、才能が集まる可能性が高まり芸術自体のレベル向上への

貢献

よって、以下の方向での追記が必要と考える。 

・芸術界で活躍した人材の能力を広く社会で活かすためリカレント教育の支援、体制を整備す

る。 

目標 14 NPO・企業・地域団体等との連携・協働 

○スポーツ・文化芸術団体等との連携

芸術分野での学校教育連携は部活動やクラブ活動の移行だけにとどまらない。講師派遣や体

験・鑑賞活動など多様に行われているのでさらなる充実のため「芸術教育等での連携の充実」

を言及して頂きたい。

「子供の文化芸術活動の機会を適切に確保するとともに、地域の芸術家、文化芸術団体との連

携を強化と地域の活性化にも資する取組を推進する」 

以上 
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1 

「次期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経過について（報告）（素案）」 

に対する意見について 

2023 年 1 月 18 日 

日本商工会議所 

東京商工会議所 

わが国は少子高齢化に伴う人手不足・担い手不足が経済社会の発展を停滞さ

せる大きな重石となっている。人口減少という構造的課題を乗り越え日本経済

を再び成長軌道に乗せるためには、新たな価値創出の源泉である「人の力」を

強化することが不可欠である。 

その実現に向けては、基礎的・基本的な学力はもとより、変化へ柔軟に対応

でき、豊かな発想力とそれを行動に移す実行力など、経済社会の課題を解決し

得る能力の育成と、社会の担い手として活躍したいという意欲を醸成する教育

の両輪が求められる。 

そうした観点から、このたびの次期教育振興基本計画策定にあたり、「探求・

ＳＴＥＡＭ教育の強化」「文理横断・文理融合教育の推進」「キャリア教育・職

業教育の充実」「ＤＸ人材の育成」「起業家教育の推進」「産業界との連携」等が

基本的な方針として取り上げられたことを歓迎する。 

そのうえで、今後の具体的な施策等の検討に向けて盛り込むべき事項や強調

すべき点等について、設定された「目標」ごとに下記のとおり意見を申し述べ

る。 

記 

目標１ 確かな学力の育成、幅広い知識と教養・専門的能力・職業実践力の育成 

（産業界との連携による実践的なキャリア教育を推進すべき） 

全国的に人手不足は深刻化しており、各地で経済を維持するために対処しな

ければならない問題も山積している。特に、若者の地元定着は大きな課題であ

り、商工会議所は、従来から、その解決に向けたさまざまな取組みを進めてき

た。中でも、地域産業への理解と愛着を高めることにつながるものとして「キ

ャリア教育」に注力してきた。最近では、職場体験・インターンシップ、社会

人講師派遣にとどまらず、学校や地域の各種組織と連携し、地元の課題解決に

実践的に取り組むケースも増えている。 

キャリア教育を進める上で重要なことは、義務教育から高等教育に至るまで

の教育全体を見通し、子供の発達段階に沿った形でこれを実施することである。

そのためには、学校、自治体、産業界、地域社会の協働が不可欠であり、円滑

な連携推進への支援を強く求めたい。 
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2 

また、企業における理系技術者の需要はますます増加しているが、実際の企

業活動においては、例えば、開発現場とユーザーをつなぐ人材などの役割もき

わめて重要である。専門性を高める教育に加え、文系・理系という垣根を超え

たＳＴＥＡＭ教育等を通じて、産業界のニーズにもかなう幅広い知識や素養を

備えた人材の育成を促進すべきである。 

（高校における産業界との連携強化および専門高校の高度化をすべき） 

現在はほぼ全ての生徒が高等学校へ進学し、その約７割が普通科で学んでい

る。高等学校においては進路を意識し、それに応じた教育を行うことが求めら

れており、普通科においても、総合的な探究の時間などを活用し、産業界と連

携して職業やキャリア、地域産業等への理解を深める教育を一層強化すること

が重要である。 

また、専門高校においては、企業の現場で求められているデジタル化やマー

ケティングなど、学習内容をより高度化することが必要である。生徒が実践的

な技術・技能を身に付け、社会で活躍できるよう、企業等と連携した体験的な

学習を推進すべきである。

目標４ グローバル社会における人材育成 

（外国人留学生・高度外国人材の国内就職・定着を促進すべき） 

外国人留学生・高度外国人材は、特に人手不足が慢性化している中小・零細

企業にとって貴重な人材であるが、外国人留学生の卒業後の国内就職率は約３

割にとどまっている。これを引き上げるためには、日本でのキャリアパスに関

する情報提供や相談窓口体制の充実等、きめ細やかな支援を行われたい。また、

在留資格において、非常に高度な日本語能力を求める要件の緩和や、専門学校

での専攻と就職先の従事業務との関連性についての柔軟な判断など、卒業後の

定着を妨げている制度等も早急に見直されたい。併せて、留学生自体の数を増

やすためにも、留学後の生活支援サービスに関する多言語化等の環境整備も進

めるべきである。 

目標５ イノベーションを担う人材育成 

（子供の成長段階に合せたイノベーション人材教育を推進すべき） 

人口減少による労働力不足を乗り越えるためには、基礎的・基本的な学力に

加え、社会の変化に伴う課題を発見・理解し、適切な行動を起こして解決を図

ったり、新たな価値を創出できる人材の育成が急務である。そうしたイノベー

ション人材の育成にあたっては、起業家教育による「やりきる力」「失敗を恐れ

ない力」の獲得に向けたマインドセットと、ＳＴＥＡＭ教育による多面的な目

線での課題解決手法を教授する総合的な教育体系の構築が必要である。併せて、

失敗を次につながる機会として積極評価し、再チャレンジを応援する社会的・

国民的機運を醸成することも強く求められる。
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特に、イノベーションの基盤となる思考を学ぶ起業家教育は、初等・中等教

育といった早期の段階から、高等教育までの中で子供の成長段階に合せて推進

すべきである。商工会議所は、体験プログラムや講演・交流等を通じて、子供

たちが自主的に課題を設定し解決する力を養う教育活動に取り組んでいる。地

元企業の事業現場や経営者と触れ合うことから、起業家育成のみならず、地域

社会や地域産業に対する理解を深めるとともに、社会課題への気づき等につな

がるきわめて効果的な機会となっている。 

本素案では、「スタートアップ・エコシステム拠点都市を中心に、教育プログ

ラム等の提供を支援する」とされている。多くのイノベーション人材を育成す

るためには、より多くの子供たちが起業家教育を受けられる機会を設けるべき

であり、拠点都市に限らず、各地で産業界と連携した教育プログラムの提供を

推進されたい。

（地方創生の拠点として地方大学を機能強化すべき） 

大学は地方における産業・地域振興等の連携主体としての役割が期待されて

いる。地域のイノベーションや新たな産業創出を促すべく、大学が有する知的

資源や研究資機材・施設について、企業や創業予定者による利活用を拡大し、

地域社会とともに成長する共創拠点（イノベーション・コモンズ）となる動き

を一層促進すべきである。併せて、さまざまな主体間の連携を円滑に進めるた

めの機能も迅速に強化すべきである。 

目標８ 生涯学び、活躍できる環境整備 

（リカレント教育は企業や社会が求める実践的スキルを養う学習形態を充実さ

せるべき）

生涯を通じて人々が各人生の選択肢を増やすために、リカレント教育の重要

性は高まっている。例えば、デジタル技術分野に関する教育機会が、高等教育

機関のソフト・ハードを活かした形で提供されるといったことを求めたい。他

方、人手不足が深刻な中小企業においては、従業員に対し、実践的なスキルを

働きながら短期間で身に付けさせたいという切実なニーズがある。時間的制約

が多い社会人が参加しやすいモジュール型授業やオンラインを活用した授業

づくり等、時代に即した多様な学習形態の確立を望むものである。 

リカレント教育で提供される教育プログラムの開発にあたっては、地域や産

業界と連携し、社会のニーズを踏まえた実践的なスキル・ノウハウを効率的に

習得できるコース等の設置が促進されるよう人的・資金的支援を行うべきであ

る。 

（社会における役割・責任への意識を育てる教育を推進すべき） 

選挙権年齢の引き下げに続き、2022 年４月より民法上の成年年齢が 20 歳か

ら 18 歳に引き下げられ、10 代であっても主体的な判断と責任が求められるよ
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うになった。社会の構成員としての自らの役割や責任に対する意識を高め、正

しい知識を身に付けるよう、初等・中等教育段階からの消費者教育や金融教育

等を充実・強化すべきである。併せて、家庭・地域と連携した防災教育の推進

にも注力すべきである。 

目標 11 教育ＤＸの推進・デジタル人材の育成 

（ハードの有効活用で教育の質を向上すべき）

パソコンやゲーム機器が一般化した現代社会において、ＩＣＴの活用は意識

するしないにかかわらず、既に子供たちに身近なものとなっている。そうした

状況も踏まえ、ＧＩＧＡスクール構想等により整備された学校のＩＣＴ環境を

有効活用すべきである。授業の進め方や教材の開発、アプリケーションの活用、

指導人材の育成とその支援を並行して迅速に進めなければならない。併せて、

校務ＤＸの導入・実装により事務の効率化を進め、教員の負担軽減を図ること

も教育の質向上に不可欠である。 

（初等教育段階からのデジタル人材育成を強化すべき） 

わが国では、デジタル人材が圧倒的に不足しており、専門人材の育成は日本

全体で対処すべき課題となっている。小・中・高校でプログラミング教育が必

修化され、学校のＩＣＴ環境整備が進んでいる状況を好機と捉え、デジタル技

術を初等・中等教育段階から身に付け、高等教育機関での専門的な学びにつな

げることで、デジタル人材の着実な育成を目指すべきである。また、同分野で

の指導は専門知識・スキルが必須であり、教員の指導力向上に加え、民間技術

者を教員として積極的に活用することが有効である。 

目標 14 ＮＰＯ・企業・地域団体等との連携・協議 

（教育界と産業界の連携の円滑化に向けた取組と体制の整備を進めるべき） 

子供たちが、地域の中で多くの大人とかかわりを持ち、地域への関心を高め

ることは、地域の将来を担う人材を育てる観点からきわめて重要である。商工

会議所としても、各地で「体験型授業」「職場体験」などの活動を通じて地域や

地元産業の理解促進を図り、人材の域外流出防止やＵターン促進につなげる努

力をしている。こうした体験活動は子供たちの記憶に残る出来事として郷土愛

を醸成する機会となるものであり、学校と産業界、地域社会が連携して積極的

に実施すべきである。 

一方で、学校や企業等が体験活動の提供に割ける人的資源等には限りがある。

学校と企業をつなぐコーディネート機能を担う人材や組織を整備し、過度な実

務負担を軽減しつつ、質の高い体験学習を継続して提供できる体制づくりを推

進されたい。 

以上 
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2023年 1月 18日 

文部科学省 総合教育政策局 政策課 振興計画係 御中 

日本労働組合総連合会 

「次期教育振興基本計画の策定に向けた 

これまでの審議経過について（報告）」に対する意見について 

次期教育振興基本計画の策定に向けたこの間のご議論に敬意を表します。その上で、

「Ⅳ．今後５年間の教育政策の目標と基本施策」の各目標に対する意見を提出します

ので、今後の審議にあたり、よろしくご検討ください。 

記 

目標１ 確かな学力の育成、幅広い知識と教養・専門的能力・職業実践力の育成 

【基本施策】 

○学校段階間・学校と社会の接続の推進

意見：1つめの「・」の 4行目、「また、」の後に、「地域学校協働活動と地域連携プ

ラットフォームが連携しつつ、」を加えられたい。

理由：幼児教育および初等・中等教育段階ではコミュニティ・スクールや地域学校

協働活動が、高等教育においては地域連携プラットフォームが、それぞれ学校と地

域社会との接続の基盤としての役割を果たすものと期待されるところであり、高大

接続や高卒就職者の学び直しの推進に資するものであることから。

目標２ 豊かな心の育成 

【基本施策】 

○青少年の健全育成

意見：タイトルを「青少年の適切なＩＣＴ利活用の推進」とされたい。4 行目「ま

た」以降を「また、単にデバイスの操作スキルにとどまらず、インターネットを利

用するにあたってのデジタルリテラシーの向上や基本的なサイバーセキュリティ

対策に関する知識の習得、多くの情報から正しい情報を適切に取捨選択・活用し、

社会の良き担い手として行動できる資質や規範意識の涵養など、デジタル・シティ

ズンシップを育むための教育を推進する。」に修正されたい。

理由：ＩＣＴの利活用に「べからず」は障害となる。「第 11期中央教育審議会生涯

学習分科会における議論の整理」に盛り込まれた表現が本箇所に相応しいものと考

えることから。
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目標６ 主体的に社会の形成に参画する態度の育成・規範意識の醸成 

【基本施策】 

○主権者教育の推進

意見：3 つ目の「・」として、「主権者教育は生涯にわたって必要なものであり、子

どもたち、働く世代や子育て世代、社会人ＯＢも含めた高齢者が互いに教え、教え

られる場を、公民館など社会施設を活用してサークルや勉強会として随時開催する

など、社会教育としても推進する。」を加えられたい。

理由：子どもの親世代においては、学校教育の場で主権者教育を十分学んだとは言

えない状況にあり、多様な世代でともに学ぶことも有効であることから。

目標７ 多様な教育ニーズへの対応と社会的包摂 

意見：リード文の下から 2行目「するとともに、」の後に、「多機関協働によるアウ

トリーチ型の重層的支援体制や」を加えられたい。

理由：各項記載の課題の多くは潜在化しやすく、相談窓口で待っているだけでは支

援が届かない、という課題があることから。

〇大学等における学生支援 

意見：2行目の「支援体制」の後に、「や、入学試験や単位認定等の試験における個

別のニーズに応じた合理的配慮を含めた必要な配慮」を加えられたい。 

理由：障害者基本計画（第 5次）案の内容、および差別解消法の改正により私立の

学校にも合理的配慮が義務化されたことを周知・徹底する必要があることから。 

○夜間中学の設置・充実

意見：6行目の「夜間中学が設置されるよう促進するとともに」を、「夜間中学を設

置するとともに、一定の要件に適合する自主夜間中学校を正規の夜間中学校の分校

に指定する仕組みの創設など、その取組の促進」に修正されたい。

理由：夜間中学は各都道府県に 1校では不足している実態にある一方で、ボランテ

ィアで運営している自主夜間中学があり、その有効活用が期待されることから。

目標８ 生涯学び、活躍できる環境整備 

【基本施策】 

○大学等と産業界の連携等によるリカレント教育の充実

意見：2つ目の「・」の 3行目、「できるよう、」の後に、「地域連携プラットフォー

ムの構築や」を加えられたい。

理由：「地域連携プラットフォーム」は、地域の実情や課題、将来ビジョンを共有す

るとともに、質の高い教育機会の確保や人材育成、産業振興やイノベーション創出

等、大学等を含めた地域社会の維持発展を図るための仕組みであり、リカレント教

育についても本プラットフォームで一体的に取り組むことで、個別に取り組むより

も地域のニーズの把握や広報・周知に向けて大きな効果が生まれることが期待され

ることから。

○リカレント教育のための経済支援・情報提供

意見：1つめの「・」の「進める」の後に、「とともに、サバティカル休暇をはじめ

とする、有給の教育休暇の制度化や、学び直した社会人を評価する制度の創設など、

学び直しに資する施策を推進する」を加えられたい。

理由：社会人が大学で学び直す際に、休暇の取得や学ぶための時間がハードルとな

ることが指摘されており、社会人の学び直しに向けた企業の理解を含めた環境整備、
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大学と企業を行き来しやすくする施策が求められていることから。 

目標９ 学校・家庭・地域の連携・協働の推進による地域の教育力の向上 

【基本施策】 

○コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

意見：3行目「配置促進」の後に、「と常駐化」を加えられたい。

理由：学校と地域が上手く連携できれば学校教職員と地域住民が、ともに理解し学

びを支える地域コミュニティとなるが、学校主体で運営するとなると、夜間の会議

やその資料の準備など、学校現場に更なる負担がかかってしまうことから。

○部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行

意見：文末に「その際、地域で支えるとの視点を明確にし、指導者や施設の確保な

ど、その充実化をスピード感を持って推進する。」を加えられたい。

理由：これまで半世紀以上も学校対抗で行ってきた活動をなくすことへの抵抗感も

あり、変化の機運を盛り上げるには、受け皿となる社会教育の立場からも強い意志

を持って推進することが必要であることから。

目標１１ 教育 DXの推進・デジタル人材の育成 

○児童生徒の情報活用能力の育成

意見：5行目「情報技術」から 8行目「身に付けさせる」を、「また、単にデバイス

の操作スキルにとどまらず、インターネットを利用するにあたってのデジタルリテ

ラシーの向上や基本的なサイバーセキュリティ対策に関する知識の習得、多くの情

報から正しい情報を適切に取捨選択・活用し、社会の良き担い手として行動できる

資質や規範意識の涵養など、デジタル・シティズンシップを育む」に修正されたい。

理由：目標２と同様、「第11期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理」

に盛り込まれた表現が本箇所に相応しいものと考えることから。

目標１２ 指導体制・ICT 環境の整備、教育研究基盤の強化 

【基本施策】 

（初等中等教育段階） 

○指導体制の整備

意見：3 つ目の「・」の 2 行目の「全公立小中学校への配置」を削除し、3 行目の

「全中学校区の配置」を「全公立小中学校への常勤配置」に修正されたい。

理由：ＳＣ・ＳＳＷともに常勤でなければ、結局、不在時に教員が対応をカバーす

ることとなり、十分機能できないことから。

○学校における働き方改革の更なる推進

意見：1 つ目の「・」の「教師の時間外勤務は一定程度改善傾向にあり」を「行事

の精選、調査の精選や統合、デジタル化等の業務削減など」とされたい。3 つ目の

「・」の「また、」の後に、「さらなる少人数学級化も視野に、」を加えられたい。

理由：学校における働き方改革の取り組みは一定程度浸透しつつあるが、長時間勤

務是正については大きな進捗がないとの現場の声も多いことから。小学校の 35 人

学級で十分とはいえないことから。

○ICT環境の充実

意見：3行目の「自治体間」の後に、「・学校間・家庭間」を加えられたい。

理由：現状において、学校間や家庭間のアクセス環境の格差の実態が学校現場から
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報告されていることから。 

（高等教育段階） 

○教育研究の質向上に向けた基盤の確立

意見：2つ目の「・」の 1行目、「措置するとともに、」の後に、「地方への教育の機

会均等に配慮しつつ、」を加えられたい。2 つ目の「・」の 2 行目、「重点支援を行

う。」の後に、「その際には、先進的な研究や、基礎研究や長期にわたる研究など成

果が出にくい研究について配慮する。」を加えられたい。

理由：メリハリをつけることは重要であるが、過度に強化すると、都市部や一部の

大学に集中しすぎてしまい、大学の偏在を助長し、教育の機会均等が損なわれるこ

とから。論文引用数など数値的なものや、成果物をもって研究の質の保証を判断す

ることが難しい分野もあることから。

目標１３ 経済的状況、地理的条件によらない質の高い学びの確保 

意見：リード文の「希望すれば誰もが質の高い教育を受けられるよう、」の後に、

「社会全体で学びを支えることを基本に、すべての教育にかかる費用の無償化に向

けて、まずは」を加えられたい。 

理由：家庭の経済格差を子どもの教育機会の格差としないためには、社会全体で子

どもたちの学びを支えるという考えに立って制度設計することが重要であること

から。 

【基本施策】 

○教育費負担の軽減に向けた経済的支援

意見：4つ目の「・」の 3行目、「大学院」を「高等教育」とされたい。

理由：地域や家庭間の経済格差が大学進学に影響を与えている現状において、所得

連動返還制度の大学・高専への導入についても有効であることから。

目標１４ NPO・企業・地域団体等との連携・協働 

【基本施策】 

○企業との連携

意見：タイトルの「企業」および 1つ目の「・」の「企業」に「等」を加えられた

い。

理由：地域連携プラットフォームにおいては、モノづくりをはじめ現場に根ざした

団体として、産業界等の参画主体に労働組合も含めた経緯がある。働くことの意義

や労働の尊厳を深く理解し、働くことによって社会や地域とかかわり成長していく

力を育成するためには、働くことに関する知識を深め活用できることが必要である

ことから。

○福祉機関との連携

意見：「全中学校区の配置」について、「全公立小中学校への常勤配置」とされたい。

理由：常勤でなければ、結局、不在時に教員が対応をカバーすることとなり、十分

機能できない。また、包括的支援の必要性は小学校も同様であることから。

以 上 
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